
 

行政書士法の一部を改正する法律要綱 

 

一 行政書士の使命 

  行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与すると

ともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とす

るものとすること。                     （第１条関係） 

 

二 職責 

 １ 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公

正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。 

 ２ 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、

情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の

改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。 

（新第１条の２関係） 

 

三 特定行政書士の業務範囲の拡大 

  特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手

続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書

士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政

書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する

ものに拡大すること。           （新第１条の４第１項第２号関係） 

 

四 業務の制限規定の趣旨の明確化 

  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受

けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に

すること。                      （第19条第１項関係） 

 

五 両罰規定の整備 

  行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限

違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両

罰規定を整備すること。                 （第23条の３関係） 

 

六 施行期日等 

 １ この法律は、令和８年１月１日から施行すること。（改正法附則第１条関係） 

 ２ その他所要の規定を整備すること。 



 
 

 

一 

 
 

 

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
書
士
の
使
命
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
こ
の
法
律
は
、
行
政
書
士
の
制
度
を
定
め
、
そ
の
業

務
の
適
正
を
図
る
こ
と
に
よ
り
」
を
「
行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
」
に
、
「
目
的
」
を
「
使
命
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
四
を
第
一
条
の
五
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
作
成
し
た
」
を
「
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
四
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
業
務
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
職
責
） 

第
一
条
の
二 

行
政
書
士
は
、
常
に
品
位
を
保
持
し
、
業
務
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
精
通
し
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
そ
の

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
を
踏
ま
え
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
そ
の
他

の
取
組
を
通
じ
て
、
国
民
の
利
便
の
向
上
及
び
当
該
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

二 

 
第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
誠
実
に
そ
の
業
務
を
行
な
う
と
と
も
に
」
を

削
る
。 

 

第
十
三
条
の
三
中
「
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
六
中
「
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
十
七
の
見
出
し
中
「
の
義
務
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
八
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
の
二
第
二
号
中
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
報
酬
を
得
て
」
を
加

え
、
「
第
一
条
の
二
」
を
「
第
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」
を
「
行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
が
、
日
本
行
政
書



 
 

 

三 

士
会
連
合
会
に
対
し
、
そ
の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
行
政
書
士
名
簿
に
登
録
さ
せ
た
と
き
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
一
条
の
二 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
四
中
「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
二
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
三
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
」
に
、

「
同
条
の
刑
」
を
「
各
本
条
の
罰
金
刑
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
項
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 
 

 

四 

 
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改

め
る
。 

 

（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

別
表
第
二
条
第
二
項
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
者
の
項
中
「
第
一
条
の
二
、
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
の
三
、
第
一
条
の

四
」
に
改
め
る
。



 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

近
時
の
行
政
書
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
行
政
書
士
の
使
命
及
び
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
設
け

る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
書
士
が
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
つ
い
て
代
理
し
、
及
び
そ
の
手
続
に
つ
い
て
官
公

署
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
拡
大
す
る
ほ
か
、
行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
に
よ
る

業
務
の
制
限
違
反
等
に
対
し
て
両
罰
規
定
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 



 

一 

◎
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

新
旧
対
照
表 

〇
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
行
政
書
士
の
使
命
） 

第
一
条 

行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑

な
実
施
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
国
民
の
利
便
に
資
し
、
も
つ
て
国
民
の
権
利

利
益
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。 

   

（
職
責
） 

第
一
条
の
二 

行
政
書
士
は
、
常
に
品
位
を
保
持
し
、
業
務
に
関
す
る
法
令
及

び
実
務
に
精
通
し
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
そ
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進

展
を
踏
ま
え
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
そ
の
他
の
取
組
を
通
じ
て
、
国
民
の

利
便
の
向
上
及
び
当
該
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  

（
業
務
） 

第
一
条
の
三 

〔
略
〕 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
書
士
の
制
度
を
定
め
、
そ
の
業
務
の
適
正
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
国
民
の
利
便
に
資
し
、
も
つ
て
国
民
の
権
利
利
益
の
実
現
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

  

〔
新
設
〕 

        

（
業
務
） 

第
一
条
の
二 

〔
同
上
〕 



  

二 

２ 
〔
略
〕 

 

第
一
条
の
四 

行
政
書
士
は
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
他
人
の
依
頼

を
受
け
報
酬
を
得
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

〔
略
〕 

 

二 

前
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
書
士
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
官
公
署
に

提
出
す
る
書
類
に
係
る
許
認
可
等
に
関
す
る
審
査
請
求
、
再
調
査
の
請
求
、

再
審
査
請
求
等
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
つ
い
て
代
理

し
、
及
び
そ
の
手
続
に
つ
い
て
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ

と
。 

 

三
・
四 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

第
一
条
の
五 

〔
略
〕 

  

（
特
定
行
政
書
士
の
付
記
） 

第
七
条
の
三 

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
は
、
行
政
書
士
が
第
一
条
の
四
第
二

項
に
規
定
す
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
行
政

書
士
の
登
録
に
特
定
行
政
書
士
で
あ
る
旨
の
付
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２ 

〔
同
上
〕 

 

第
一
条
の
三 

行
政
書
士
は
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
他
人
の
依
頼

を
受
け
報
酬
を
得
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
他
の
法
律
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

〔
同
上
〕 

 

二 

前
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
書
士
が
作
成
し
た
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類

に
係
る
許
認
可
等
に
関
す
る
審
査
請
求
、
再
調
査
の
請
求
、
再
審
査
請
求

等
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
つ
い
て
代
理
し
、
及
び
そ
の

手
続
に
つ
い
て
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
。 

  

三
・
四 

〔
同
上
〕 

２ 

〔
同
上
〕 

 

第
一
条
の
四 

〔
同
上
〕 

  

（
特
定
行
政
書
士
の
付
記
） 

第
七
条
の
三 

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
は
、
行
政
書
士
が
第
一
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
行
政

書
士
の
登
録
に
特
定
行
政
書
士
で
あ
る
旨
の
付
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な



 

三 

い
。 

２ 
〔
略
〕 

  

（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
） 

第
十
条 

行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
の
信
用
又
は
品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
設
立
） 

第
十
三
条
の
三 

行
政
書
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
書

士
法
人
（
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
政
書
士
が
設
立
し
た
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
三
条
の
六 

行
政
書
士
法
人
は
、
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項

（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
ほ
か
、
定
款
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
政
書
士
に
関
し
法
令

上
の
制
限
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
社
員
の
う
ち
に
当
該
特
定

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
政
書
士
が
あ
る
行
政
書
士
法
人
に
限
り
、
行

い
。 

２ 

〔
同
上
〕 

  

（
行
政
書
士
の
責
務
） 

第
十
条 

行
政
書
士
は
、
誠
実
に
そ
の
業
務
を
行
な
う
と
と
も
に
、
行
政
書
士

の
信
用
又
は
品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
設
立
） 

第
十
三
条
の
三 

行
政
書
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
書

士
法
人
（
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規

定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
政
書
士
が
設
立
し
た
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
三
条
の
六 

行
政
書
士
法
人
は
、
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項

（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
ほ
か
、
定
款
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
政
書
士
に
関
し
法
令

上
の
制
限
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
社
員
の
う
ち
に
当
該
特
定

業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
政
書
士
が
あ
る
行
政
書
士
法
人
に
限
り
、
行



  

四 

う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
法
令
等
に
基
づ
き
行
政
書
士
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
う
ち
第
一

条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
業
務

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部 

 

二 

第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

  

（
行
政
書
士
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
三
条
の
十
七 

第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
か
ら

第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

  

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用

等
） 

第
十
三
条
の
二
十
一 

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第

六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二

十
二
条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、

第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第

四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五

百
九
十
六
条
、
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
百
一
条
、
第

六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十

う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

法
令
等
に
基
づ
き
行
政
書
士
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
う
ち
第
一

条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
業
務

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部 

 

二 

第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務 

  

（
行
政
書
士
の
義
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
三
条
の
十
七 

第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十

三
条
の
規
定
は
、
行
政
書
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

   

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
準
用

等
） 

第
十
三
条
の
二
十
一 

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
並
び
に
会
社
法
第
六
百
条
、
第

六
百
十
四
条
か
ら
第
六
百
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
二
十
一
条
及
び
第
六
百
二

十
二
条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
条
第
一
項
、

第
五
百
八
十
一
条
、
第
五
百
八
十
二
条
、
第
五
百
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第

四
項
、
第
五
百
八
十
六
条
、
第
五
百
九
十
三
条
、
第
五
百
九
十
五
条
、
第
五

百
九
十
六
条
、
第
五
百
九
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
六
百
一
条
、
第

六
百
五
条
、
第
六
百
六
条
、
第
六
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十



 

五 

一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び
に
第
六
百
十
三

条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
行
為
を
し
た

者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で

の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及

び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同

法
第
六
百
十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」

と
、
同
法
第
六
百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁

的
記
録
（
行
政
書
士
法
第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条

第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十

六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
７ 

〔
略
〕 

  

（
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
会
則
） 

第
十
八
条
の
二 

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
会
則
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

〔
略
〕 

一
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
六
百
十
二
条
並
び
に
第
六
百
十
三

条
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
百
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
行
為
を
し
た

者
の
責
任
に
つ
い
て
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条
か
ら
第
八
百
六
十
二
条
ま
で

の
規
定
は
行
政
書
士
法
人
の
社
員
の
除
名
並
び
に
業
務
を
執
行
す
る
権
利
及

び
代
表
権
の
消
滅
の
訴
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
六
百
十
三
条
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
同

法
第
六
百
十
五
条
第
一
項
、
第
六
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

六
百
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」

と
、
同
法
第
六
百
十
七
条
第
三
項
中
「
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁

的
記
録
（
行
政
書
士
法
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
第
八
百
五
十
九
条

第
二
号
中
「
第
五
百
九
十
四
条
第
一
項
（
第
五
百
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
十

六
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
７ 

〔
同
上
〕 

  

（
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
会
則
） 

第
十
八
条
の
二 

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
の
会
則
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

〔
同
上
〕 



  

六 

 
二 

第
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
行
政
書
士
の
研
修
に

関
す
る
規
定 

 

三
～
五 
〔
略
〕 

  

（
業
務
の
制
限
） 

第
十
九
条 

行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
は
、
他
人
の
依
頼
を
受

け
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
報
酬
を
得
て
、
業
と
し
て
第
一
条
の

三
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
法
律
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
及
び
定
型
的
か
つ
容
易
に
行
え
る
も
の
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
、
当
該
手
続
に
関
し
相
当
の
経
験
又
は
能
力

を
有
す
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
が
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

 

第
二
十
一
条 

行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
が
、
日
本
行
政
書
士
会

連
合
会
に
対
し
、
そ
の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
行
政
書
士
名
簿
に

登
録
さ
せ
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

 

〔
削
る
〕 

  

 

二 

第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
行
政
書
士
の
研
修
に

関
す
る
規
定 

 

三
～
五 

〔
同
上
〕 

  

（
業
務
の
制
限
） 

第
十
九
条 

行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
は
、
業
と
し
て
第
一
条

の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
法
律
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
及
び
定
型
的
か
つ
容
易
に
行
え
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
、
当
該
手
続
に
関
し
相
当
の
経
験
又
は
能

力
を
有
す
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
が
電
磁
的
記
録
を
作
成
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２ 

〔
同
上
〕 

 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

   

一 
行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
で
、
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

に
対
し
、
そ
の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
行
政
書
士
名
簿
に
登
録

さ
せ
た
も
の 



 

七 

 
〔
削
る
〕 

 

第
二
十
一
条
の
二 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違

反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
四 

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違

反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
十
三
条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百
五

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
記
録
簿
等

に
同
項
に
規
定
す
る
電
子
公
告
調
査
に
関
し
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記

録
を
し
、
又
は
当
該
調
査
記
録
簿
等
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。 

 

二 

第
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。 

 

第
二
十
三
条
の
三 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
二
十
一
条

 

二 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

 

〔
新
設
〕 

   

第
二
十
二
条
の
四 

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
十
三
条
の
二
十
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百
五

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
記
録
簿
等

に
同
項
に
規
定
す
る
電
子
公
告
調
査
に
関
し
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記

録
を
し
、
又
は
当
該
調
査
記
録
簿
等
を
保
存
し
な
か
つ
た
者 

 
二 

第
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者 

 

第
二
十
三
条
の
三 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
第
一
号



  

八 

の
二
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を

し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

 

建
築
代
理
士
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
で
も
、
当
分
の
間
、
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
条
例
は
、
第
一
条
の
三
第
二
項

及
び
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
律
と
み

な
す
。 

 

の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
て
同
条
の
刑
を
科
す
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

 

建
築
代
理
士
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
で
も
、
当
分
の
間
、
条
例

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
条
例
は
、
第
一
条
の
二
第
二
項

及
び
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
律
と
み

な
す
。 

 

 
 

  
 



 

九 

〇
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
政
書
士
会
に
入
会
し
て
い
る
行
政
書
士
で

あ
る
者
は
、
当
分
の
間
、
行
政
書
士
法
第
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
事
務
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
政
書
士
会
に
入
会
し
て
い
る
行
政
書
士
で

あ
る
者
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
書
士
法
第
一
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
報
酬
を
得
て
、

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

 
 



  

一
〇 

〇
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
（
第
四
条
関
係
） 

〔
略
〕 
〔
略
〕 

〔
略
〕 

第
二
条
第
二
項

第
四
十
七
号
に

掲
げ
る
者 

行
政
書
士
法
第
一
条
の
三
、

第
一
条
の
四
若
し
く
は
第

十
三
条
の
六
に
定
め
る
業

務
又
は
こ
れ
ら
に
付
随
し
、

若
し
く
は
関
連
す
る
業
務

の
う
ち
、
特
定
受
任
行
為
の

代
理
等
に
係
る
も
の 

特
定
受
任
行
為
の

代
理
等
を
行
う
こ

と
を
内
容
と
す
る

契
約
の
締
結
そ
の

他
の
政
令
で
定
め

る
取
引 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

別
表
（
第
四
条
関
係
） 

〔
同
上
〕 

〔
同
上
〕 

〔
同
上
〕 

第
二
条
第
二
項

第
四
十
七
号
に

掲
げ
る
者 

行
政
書
士
法
第
一
条
の
二
、

第
一
条
の
三
若
し
く
は
第

十
三
条
の
六
に
定
め
る
業

務
又
は
こ
れ
ら
に
付
随
し
、

若
し
く
は
関
連
す
る
業
務

の
う
ち
、
特
定
受
任
行
為
の

代
理
等
に
係
る
も
の 

特
定
受
任
行
為
の

代
理
等
を
行
う
こ

と
を
内
容
と
す
る

契
約
の
締
結
そ
の

他
の
政
令
で
定
め

る
取
引 

〔
同
上
〕 

〔
同
上
〕 

〔
同
上
〕 

 

 
 

 


